
島 根 県 報

� �

��������	


市町村の合併の特例に関する法律 (昭和��年法律第�号) 第�条の�第�項の規定により平成��年	月
�日付けで雲南

第����号 平成��年�月��日 (�)

� �

� �

広域連合の規約変更の許可 (市 町 村 課) �

生活保護法の規定による医療扶助を担当する機関の指定 (地 域 福 祉 課) �

生活保護法の規定による指定医療機関の事業廃止の届出 ( 〃 ) �

介護保険法の規定に基づく指定居宅サービス事業者の指定 (高齢者福祉課) �

介護保険法の規定に基づく指定居宅介護支援事業者の指定 ( 〃 ) 


青少年に販売等してはならない図書類 (青少年家庭課) 


青少年に観覧させてはならない興行 ( 〃 ) 


土地改良区の定款変更の認可 (�件) (農 村 整 備 課) �

島根県漁業近代化資金等利子補給金交付要綱の一部改正 (水 産 課) �

島根県漁業近代化資金利子補給事業実施要綱の一部改正 ( 〃 ) �

道路の区域の変更 (道 路 維 持 課) �

道路の供用開始 ( 〃 ) �

臨港地区の指定 (港 湾 空 港 課) �

島根県収入証紙売りさばき人の氏名等の変更 (審 査 課) �

� �

特定非営利活動法人の定款の変更の申請に係る書類の縦覧 (�件) (環境生活総務課) �

臨港地区の区域の案の縦覧 (港 湾 空 港 課) �

�����

財務会計及び旅費計算システムの運用管理等補助に関する業務委託に係る随意契 (会 計 課) �

約の相手方等

����

不在者投票を行うことができる施設の指定の取消 

不在者投票を行うことができる施設の指定 

不在者投票を行うことができる施設の名称等の変更 

� �

平成��年�月�日付け島根県報�����号中 (森 林 整 備 課) ��

平成��年	月��日付け島根県報号外第��号中 (都 市 計 画 課) ��

平成��年�月�日付け島根県報�����号中 (選挙管理委員会) ��

平成��年	月
�日付け島根県報号外第
�号中 (人 事 委 員 会) ��

����������������������������������������������������
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平成��年�月��日 (金)
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(毎週火・金曜日発行)
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島 根 県 報

広域連合を組織する地方公共団体の数の減少及び同広域連合の規約の変更を許可したので､ 同条第�項の規定において準

用する地方自治法 (昭和��年法律第��号) 第���条の�第�項の規定により告示する｡

平成��年	月��日

島根県知事 澄 田 信 義

��������	


生活保護法 (昭和�
年法律第���号) 第��条の規定により､ 同法による医療扶助を担当する機関を次のとおり指定した

ので､ 同法第

条の�第�号の規定により告示する｡

平成��年	月��日

島根県知事 澄 田 信 義

���������


生活保護法 (昭和�
年法律第���号) 第
条の�の規定により､ 次のとおり指定医療機関の事業の廃止の届出があった

ので､ 同法第

条の�第�号の規定により告示する｡

平成��年	月��日

島根県知事 澄 田 信 義

��������


介護保険法 (平成�年法律第���号) 第��条第�項の規定に基づき､ 指定居宅サービス事業者を次のとおり指定したの

で､ 同法第��条第�号の規定に基づき告示する｡

平成��年	月��日

島根県知事 澄 田 信 義

第�����号 平成��年	月��日(�)

医 療 機 関 の 名 称 所 在 地 指定年月日

きりん薬局 益田市あけぼの東町	－	 平成��年	月�日

美都歯科診療所 益田市美都町都茂���
番地� 平成��年	月�日

水野歯科クリニック 松江市殿町�� 平成��年	月�日

まつしま脳神経内科クリニック 松江市下東川津町��－� 平成��年	月�
日

医療法人 杉原医院大塚分院 安来市大塚町�
�番地�
 平成��年�月�日

医 療 機 関 の 名 称 所 在 地 廃止年月日

永戸薬局乙吉店 益田市乙吉町イ��－� 平成��年�月��日

益田市国民健康保険美都歯科診療所 益田市美都町都茂���
番地� 平成��年�月��日

水野歯科クリニック 松江市西尾町���－� 平成��年�月��日

杉原医院 大塚分院 安来市大塚町�
�番地�
 平成��年�月��日



島 根 県 報

��������	


介護保険法 (平成�年法律第���号) 第��条第�項の規定に基づき､ 指定居宅介護支援事業者を次のとおり指定したの

で､ 同法第�	条第�号の規定に基づき告示する｡

平成�
年�月��日

島根県知事 澄 田 信 義

���������


島根県青少年の健全な育成に関する条例 (昭和��年島根県条例第��号) 第条第�項の規定に基づき､ 次の図書類を青

少年に販売し､ 頒布し､ 又は貸し付けてはならない図書類として指定したので､ 同条例第��条の規定により告示する｡

平成�
年�月��日

島根県知事 澄 田 信 義

���������


島根県青少年の健全な育成に関する条例 (昭和��年島根県条例第��号) 第��条第�項の規定に基づき､ 次の興行を青少

年に観覧させてはならない興行として指定したので､ 同条例第��条の規定により告示する｡

平成�
年�月��日

島根県知事 澄 田 信 義

第�����号 平成�
年�月��日 (�)

事 業 者 の 名 称 指定した事業 事 業 者 の 名 称 事 業 所 の 所 在 地
指 定
年月日

出雲一畑交通株式会社 訪問介護
出雲一畑交通指定訪問介護
事業所

出雲市常松町�	�番地�
平成�
年
�月��日

株式会社 ケイテン
痴呆対応型共
同生活介護

グループホームさち 隠岐郡隠岐の島町栄町	
�
平成�
年
�月��日

事 業 者 の 名 称 事 業 所 の 名 称 事 業 所 の 所 在 地
指 定
年月日

株式会社シルバーライフネット
ワーク

株式会社シルバーライフネット
ワーク松江営業所指定居宅介護
支援事業所

松江市学園�丁目�
－��
平成�
年
�月��日

指定番号 種 類 図 書 名 称 発行・出版社名 指定の理由

�	��
 雑誌 ����� (ゴクウ) �月号 ㈱バウハウス 青少年の性的感情

を著しく刺激し､ 粗

暴性を著しく助長

し､ 又は残虐性を助

長し､ その健全な育

成を阻害するおそれ

がある｡

�	��� 雑誌 ���������(ウレッコ) �月号
ミリオン出版株式

会社

�	��� 雑誌 カルビ�� !" �月号 ㈱若生出版

�	��� 雑誌 月刊クリーム�月号
ワイレア出版株式

会社

�	��� 雑誌 若妻 (ヤンツマ) �月号 ㈱バウハウス

�	��� 雑誌 愛の体験スペシャル#$ �月号 竹書房



島 根 県 報

���������	

土地改良法 (昭和��年法律第���号) 第��条第�項の規定により､ 松江市土地改良区の定款変更を平成�	年
月��日付

けで認可した｡

平成�	年
月��日

島根県知事 澄 田 信 義

��������
	

土地改良法 (昭和��年法律第���号) 第��条第�項の規定により､ 玉湯町土地改良区の定款変更を平成�	年
月��日付

けで認可した｡

平成�	年
月��日

島根県知事 澄 田 信 義

���������	

島根県漁業近代化資金等利子補給金交付要綱 (平成��年島根県告示第��	号) の一部を次のように改正する｡

平成�	年
月��日

島根県知事 澄 田 信 義

第�����号 平成�	年
月��日(�)

指定番号 種 類 題 名 配給会社名 指定の理由

��	�� 映画 ノーパン理髪妻 好顔夢恥 新日本映像 青少年の性的感情

を著しく刺激し､ 粗

暴性を著しく助長

し､ 又は残虐性を助

長し､ その健全な育

成を阻害するおそれ

がある｡

��	�� 映画 不倫団地 かなしいイロやねん 新東宝映画

��	�� 映画 爆乳Ｇカップ とろける谷間 オーピー映画

��	�� 映画 多淫な人妻と老人 －夜這い春情－ 新日本映像

��	�� 映画 人妻姦通 お仕置き監禁責め オーピー映画

��	�� 映画 チーム・アメリカ ワールド・ポリス ��

��	�� 映画 ���������� 東北新社

��	�	 映画
新日本映像ニュース＜ノーパン理髪妻 好顔夢

恥＞
新日本映像

��	�� 映画
新日本映像ニュース＜多淫な人妻と老人 －夜

這い春情－＞
新日本映像

��	�� 映画 痴漢義母 汚された喪服妻 新東宝映画

��	�� 映画 痴漢妻､ したたる愛汁 新東宝映画

��	�� 映画 援交性態ルポ 乱れた性欲 オーピー映画

��	�� 映画 負け犬�� 毎日が発情期 オーピー映画

��	�� 映画 ��� ����� !���!｢夜の舌先｣
東芝エンタテイン

メント

��	�� 映画 ��� ����� !���!｢玉虫｣
東芝エンタテイン

メント

��	�� 映画 ��� ����� !���!｢桃｣
東芝エンタテイン

メント



島 根 県 報

別表第�の�の項中 ｢漁業近代化資金助成法｣ を ｢漁業近代化資金融通法｣ に改める｡

別表第�漁業近代化資金の種類の項中 ｢漁業近代化資金助成法｣ を ｢漁業近代化資金融通法｣ に､ ｢漁業近代化資金助

成法施行令｣ を ｢漁業近代化資金融通法施行令｣ に改める｡

� �

この告示は､ 平成��年�月��日から施行する｡

������	
��

島根県漁業近代化資金利子補給事業実施要綱 (平成��年島根県告示第��	号) の一部を次のように改正する｡

平成��年�月��日

島根県知事 澄 田 信 義

第�条中 ｢漁業近代化資金助成法｣ を ｢漁業近代化資金融通法｣ に改める｡

第�条中 ｢漁業近代化資金助成法施行令｣ を ｢漁業近代化資金融通法施行令｣ に改める｡

� �

この告示は､ 平成��年�月��日から施行する｡

������	
�

道路の区域を次のように変更したので､ 道路法 (昭和��年法律第�	
号) 第�	条第�項の規定により告示する｡

その関係図面は､ 告示の日から��日間島根県土木部道路維持課及び当該道路を管轄する地方機関において一般の縦覧に

供する｡

平成��年�月��日

島根県知事 澄 田 信 義

第����号 平成��年�月��日 (�)

道路の
種 類

路 線 名

道 路 の 区 域 管轄する地
方機関の名
称

備 考
区 間

変更前
後の別

敷地の幅員 延 長

県 道 出雲仁多線
雲南市三刀屋町根波別所
���番�地先から同地先
まで

前
メートル

����
～
��



メートル
����


木次土木建
築事務所

不用物件交換

減幅後
���

～

���


����


〃 〃
雲南市三刀屋町根波別所
���番�地先から同��番
�地先まで

前
�
�

～

�
�


���

 不用物件交換

減幅後
�
�

～

���


���



〃 鰐淵寺線

出雲市平田町字横撫���

番�地先から同市西平田
町�
番�地先まで

Ａ

前

Ｂ

��

～
���


����



出雲土木建
築事務所

床上浸水対策工
事に伴う橋梁付
替

左記のＡ及びＢ
は関係図面に表
示する敷地の区
分をいう｡

ダブルウェイ延
長減

�

～
���



����



出雲市平田町字横撫���
番�地先から同町字城の
前�	番��地先まで

Ａ

後

Ｂ

	�

～
�
�



	
�



出雲市平田町字横撫���
番�地先から同市西平田
町�
番�地先まで

�

～
���



����





島 根 県 報

��������	


道路の供用を次のように開始するので､ 道路法 (昭和��年法律第���号) 第��条第�項の規定に基づき告示する｡

その関係図面は､ 告示の日から��日間島根県土木部道路維持課及び当該道路を管轄する地方機関において一般の縦覧に

供する｡

平成��年�月��日

島根県知事 澄 田 信 義

���������


港湾法 (昭和��年法律第���号) 第	�条第
項の規定に基づき､ 臨港地区を定めたので､ 同条第�項の規定により次の

とおり告示し､ 当該臨港地区の区域を公衆の縦覧に供する｡

平成��年�月��日

島根県知事 澄 田 信 義


 臨港地区の区域

� 臨港地区の区域の縦覧場所

島根県土木部港湾空港課､ 隠岐支庁土木建築局島前事業部及び海士町役場

���������


次の者から島根県収入証紙売りさばき人の氏名等を変更した旨届出があった｡

平成��年�月��日

島根県知事 澄 田 信 義

第���号 平成��年�月��日()

〃
池田久手停
車場線

大田市富山町山中字半明
����番
地先から同地先
まで

前
����～

�����
�	���

川本土木建
築事務所大
田土木事業
所

道路改良工事
拡幅

後
���～

�	���
�	���

〃
久利五十猛
停車場線

大田市大屋町大国字カジ
ヤ垣内��	�番地先から同
町大国字平田����番�地
先まで

前
	���～

����
�	����

道路改良工事
拡幅

後
����～

�����
�		���

道路の
種 類

路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 延 長
供用開始
年 月 日

管轄する地
方機関の名
称

備 考

県 道
池田久手停
車場線

大田市富山町山中字半明����番
地先か
ら同地先まで

メートル
�	���

平成��年
�月��日

川本土木建
築事務所大
田土木事業
所〃

久利五十猛
停車場線

大田市大屋町大国字カジヤ垣内��	�番地
先から同町大国字平田����番�地先まで

�		��� 〃

港 湾 名 臨 港 地 区 の 区 域

御波港 隠岐郡海士町大字御波地内の一部



島 根 県 報

� �

特定非営利活動促進法 (平成��年法律第�号) 第��条第�項の規定に基づき定款の変更の認証申請があったので､ 同条

第�項において準用する第��条第�項の規定により､ 次のとおり縦覧に供する｡

平成�	年�月��日

島根県知事 澄 田 信 義


 申請のあった年月日

平成�	年�月�日

� 申請に係る特定非営利活動法人の名称

特定非営利活動法人 出雲スポーツ振興��

� 代表者の氏名

神門克臣

� 主たる事務所の所在地

出雲市矢野町番地

� 定款に記載された目的

この法人は､ 出雲市民をはじめ､ 島根県民に対して､ スポーツの振興に関する事業を行い､ もって市民をはじめ､ 県

民の健康の増進・体力の向上・スポーツ文化の振興と発展に寄与することを目的とする｡

� 縦覧に供する書類

変更後の定款

定款変更の日の属する事業年度及び翌事業年度の事業計画書

定款変更の日の属する事業年度及び翌事業年度の収支予算書

� 縦覧期間

申請書を受理した日から�月間

� 縦覧場所

県政情報センター (県庁南庁舎
階)

特定非営利活動法人の事務所の所在地を所管する隠岐支庁又は総務事務所

特定非営利活動促進法 (平成��年法律第�号) 第��条第�項の規定に基づき定款の変更の認証申請があったので､ 同条

第�項において準用する第��条第�項の規定により､ 次のとおり縦覧に供する｡

平成�	年�月��日

第����号 平成�	年�月��日 (	)

指定年月日 指定番号
新 旧

売りさばき場所 住所及び氏名 売りさばき場所 住所及び氏名

昭和�年�月��日 
の�� 島根県安来市広瀬

町広瀬���－


島根県安来市広瀬

町広瀬���－


社団法人島根県食

品衛生協会安来支

所 支所長 野坂

保

島根県安来市広瀬

町広瀬���－


松江保健所能義支

所内

島根県安来市広瀬

町広瀬���－


松江保健所能義支

所内

社団法人島根県食

品衛生協会能義支

所 支所長 野坂

保



島 根 県 報

島根県知事 澄 田 信 義

� 申請のあった年月日

平成��年�月�日

� 申請に係る特定非営利活動法人の名称

特定非営利活動法人 ひらたスポーツ・文化振興機構

� 代表者の氏名

牧野昭雄

� 主たる事務所の所在地

出雲市平田町�	
�番地�

� 定款に記載された目的

この法人は､ 地域住民に対し､ スポーツ及び文化・芸術の振興に関する事業を行うことにより､ スポーツ及び文化・

芸術の発展に寄与することを目的とする｡

 縦覧に供する書類

変更後の定款

� 縦覧期間

申請書を受理した日から�月間

� 縦覧場所

県政情報センター (県庁南庁舎�階)

特定非営利活動法人の事務所の所在地を所管する隠岐支庁又は総務事務所

港湾法 (昭和��年法律第���号) 第��条第�項の規定に基づき､ 臨港地区を定めようとするので､ 同条第�項の規定に

より次のとおり公告し､ 当該臨港地区の区域の案を公告の日から�週間公衆の縦覧に供する｡

平成��年�月��日

島根県知事 澄 田 信 義

� 臨港地区の区域の案

� 臨港地区の区域の案の縦覧場所

島根県土木部港湾空港課､ 隠岐支庁土木建築局及び隠岐の島町役場

� � � � � �

次のとおり随意契約の相手方を決定したので､ 地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令 (平

成�年政令第���号) 第��条及び物品等又は特定役務の調達手続に係る島根県会計規則の特例を定める規則 (平成�年島

根県規則第��号) 第�条の規定により公示する｡

平成��年�月��日

島根県知事 澄 田 信 義

� 役務の名称及び数量

財務会計及び旅費計算システムの運用管理等補助に関する業務の委託 一式

� 契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地

島根県出納局会計課 島根県松江市殿町�番地

第��

	号 平成��年�月��日(�)

港 湾 名 臨 港 地 区 の 区 域

重栖港 隠岐郡隠岐の島町北方・南方地内



島 根 県 報

� 随意契約の相手方を決定した日

平成��年�月�日

� 随意契約の相手方の氏名及び住所

富士通株式会社 川崎市中原区上小田中�丁目�番�号

� 随意契約に係る契約金額

���	�
����円

� 契約の相手方を決定した手続

随意契約

 随意契約とした理由

地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第��条第�項第�号の規定による｡

� � � � � � � � 	


����������	���

公職選挙法施行令 (昭和�	年政令第��号) 第		条第�項及び第�項第�号､ 漁業法施行令 (昭和�	年政令第��号) 第�

条の規定により準用する公職選挙法施行令第		条第�項及び第�項第�号並びに農業委員会等に関する法律施行令 (昭和

�
年政令第��号) 第�条の規定により準用する公職選挙法施行令第		条第�項及び第�項第�号の規定により､ 不在者投

票を行うことができる施設について､ 次のとおり指定を取り消した｡

平成��年�月��日

島根県選挙管理委員会委員長 津 田 和 美

指定を取り消した施設


����������	���

公職選挙法施行令 (昭和�	年政令第��号) 第		条第�項及び第�項第�号､ 漁業法施行令 (昭和�	年政令第��号) 第�

条の規定により準用する公職選挙法施行令第		条第�項及び第�項第�号並びに農業委員会等に関する法律施行令 (昭和

�
年政令第��号) 第�条の規定により準用する公職選挙法施行令第		条第�項及び第�項第�号の規定により､ 不在者投

票を行うことができる施設を次のとおり指定した｡

平成��年�月��日

島根県選挙管理委員会委員長 津 田 和 美


����������	���

公職選挙法施行令 (昭和�	年政令第��号) 第		条第�項及び第�項第�号､ 漁業法施行令 (昭和�	年政令第��号) 第�

条の規定により準用する公職選挙法施行令第		条第�項及び第�項第�号並びに農業委員会等に関する法律施行令 (昭和

�
年政令第��号) 第�条の規定により準用する公職選挙法施行令第		条第�項及び第�項第�号の規定による不在者投票

を行うことができる施設について､ 次のとおり変更があった｡

第��

�号 平成��年�月��日 (�)

名 称 所 在 地 指定取消年月日

仁多町立仁多病院 仁多郡仁多町三成�
��番地� 平成��年�月��日

名 称 所 在 地 指定年月日

奥出雲町立仁多病院 仁多郡奥出雲町三成�
��番地� 平成��年�月��日



島 根 県 報

平成��年�月��日

島根県選挙管理委員会委員長 津 田 和 美

� �

平成��年�月�日付け島根県報第�����号中に誤りがあったので､ 次のように訂正する｡

平成��年	月��日付け島根県報号外第��号中に誤りがあったので､ 次のように訂正する｡

平成��年�月�日付け島根県報第�����号中に誤りがあったので､ 次のように訂正する｡

平成��年	月
�日付け島根県報号外第
�号中に誤りがあったので､ 次のように訂正する｡

第�����号 平成��年�月��日(��)

施 設 の 名 称 及 び 所 在 地
変更事項 変 更 後

名 称 所 在 地

特別養護老人ホームあいサン

ホーム

仁多郡仁多町大字上阿井�

番地�

施設の所在地

の表記
仁多郡奥出雲町上阿井�番地�

仁多町老人保健施設 仁多郡仁多町大字三成���番

地	

施設の名称 仁多老人保健施設

施設の所在地

の表記
仁多郡奥出雲町三成���番地	

ページ 行 誤 正

� 上から� 宇米山���､ 宇空田��� 字米山���､ 字空田���

ページ 行 誤 正

�


��

��

上から�

上から��

下から�

表面中 ｢島根県屋外広告物条例｣ を ｢島根県

屋外広告物条例 (抜粋) ｣ に改め､ 同様式裏

面中

をを

施行

裏面中 ｢島根県屋外公告物条例｣ を ｢島根県

屋外広告物条例 (抜粋) ｣ に､

を

施工

ページ 箇 所 誤 正

�� 島根県選挙管

理委員会告示

第��号中

仁多郡仁多町

大字亀嵩

番地�

施設の所在

地の表記

仁多郡奥出雲

町亀嵩番

地�

仁多郡仁多町

大字亀嵩���

番地	

施設の所在

地の表記

仁多郡奥出雲

町亀嵩���番

地	



島 根 県 報第�����号 平成��年�月��日 (��)

ページ 行 誤 正

��

��

上から��

下から	

統括政策企画官

本庁主査

埋蔵文化財センター副所長

統括政策企画監

本庁主査

教育事務所主査

埋蔵文化財調査センター副所長
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